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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月９日 ０３時４０分ごろ 

発生場所 福岡県志摩町（平成２２年１月１日より糸島市）碣
かつ

石
せき

埼北西方沖 灯台瀬

灯標から真方位３３４°１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４０.４′ 東経１３０°０６.６′） 

事故調査の経過  平成２１年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第十五あおい丸、９９トン 

   １３５４８０、葵新建設株式会社 

   ２６.０１ｍ×９.５０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,２０６kＷ、平成９年８月１９日 

Ｂ ポンプしゅんせつ船 第六あをい丸、４,２４２トン 

   葵新建設株式会社 

   １１０.００ｍ×２１.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

Ｃ 漁船 櫻
さくら

丸、１３トン 

   ＦＯ２－６１３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９８ｍ(Lr)×３.９８ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和６３年３月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５５年４月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１７年４月１５日 

    免状有効期間満了日 平成２２年５月９日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年５月１７日 

    免許証交付日 平成２１年２月５日 

           （平成２６年５月１６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １名（Ｃ船甲板員） 

 損傷 Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

Ｃ 右舷船首部及び操舵室に損壊 

 事故の経過 

 

 Ａ船とＢ船が結合した一体型押船列（以下「Ａ船押船列」という。）は、

船長Ａほか６人が乗り組み、法定灯火を点灯し、平成２１年６月９日０３

時００分ごろ、福岡市西 浦
にしのうら

岬灯台から０００°（真方位、以下同じ。）９
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００ｍ付近で、針路を約２７０°に定め、約８.０ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で、自動操舵により航行していた。 

 船長Ａは、０３時２８分ごろ、灯台瀬灯標から０４３°１.５Ｍ付近で、

レーダー映像により、左舷船首３０～４０°２.５Ｍ付近を北進する約１０

隻の漁船群に気付き、同時３５分ごろ、同漁船群のほとんどがＡ船押船列

の後方に針路を変えたが、Ｃ船だけがそのまま北進するのを認めた。 

 船長Ａは、同じ針路及び速力で航行中、Ｃ船がそのまま接近し、衝突直

前に危険を感じて機関を停止し、続いて全速力後進としたが間に合わず、

Ｂ船の左舷船首部とＣ船の右舷船首部が衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、法定灯火を点灯し、０３時０５分

ごろ、志摩町仏埼の西方７００ｍ付近で、針路を約０１５°に定め、約１

０.０knの速力で、自動操舵により航行中、船長Ｃは、同時３３分ごろ、レ

ーダー映像及び目視により、右舷船首４５°１.５Ｍ付近にＡ船の左舷灯を

認めたが、ＧＰＳプロッターに漁場の位置を入力する操作を始めた。 

 Ｃ船は、船長ＣがＧＰＳプロッターの操作を続けながら、同じ針路、速

力で航行中、Ｂ船と衝突した。 

 衝突後、Ａ船押船列は自力で佐賀県唐津港に入港し、Ｃ船は僚船にえい
・ ・

航

されて志摩町船越漁港に入港したが、船室で寝ていたＣ船の甲板員が、頚

部及び腰部に挫傷を負った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 ３～４m/s、視界 良好 

海象：波高 １～１.５ｍ 

 その他の事項  Ａ船押船列は、Ｂ船の先端からＡ船の後端まで約１３０ｍあったので、

転舵した場合、船首が回頭するのに数分を要した。 

 船長Ａは、Ａ船押船列はＣ船に対して保持船でありＣ船はいずれ避けて

くれると思い、汽笛を鳴らさなかった。また、Ｃ船の速力はＡ船押船列よ

りもわずかに速く、Ａ船押船列の船首方を通過すると思い、汽笛、舵及び

機関を使用しなかった。 

 船長Ｃは、Ａ船押船列の速力はＣ船よりも遅く、Ｃ船はＡ船押船列の船

首方を通過できると思い、ＧＰＳプロッターの操作を始めた。その後、時々

レーダーや船首方を見ていたが、ＧＰＳプロッターの操作に気を取られた。

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、碣石埼北西方沖を西進中、船長Ａ

が、Ａ船押船列は保持船でありＣ船はいずれ避けて

くれると思い込み、Ｃ船に対して警告信号を行わな

かったものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｃ船が間近に接近しても、Ｃ船の速力

がＡ船押船列よりもわずかに速いと感じたので、Ｃ

船はＡ船押船列の船首方を通過すると思い込み、針

路及び速力を保持して衝突直前まで航行したもの

と考えられる。 

 Ｃ船は、碣石埼北西方沖を北進中、船長Ｃが、Ａ

船押船列の速力はＣ船よりも遅いと感じたので、Ｃ
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船はＡ船押船列の船首方を通過できると思い込み、

針路及び速力を保持して航行したものと考えられ

る。 

 船長Ｃは、ＧＰＳプロッターの操作に注意を奪わ

れ、適切な見張りを行っていなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、碣石埼北西方沖において、Ａ船押船列が西進中、Ｃ船

が北進中、両船船長が、Ａ船押船列の船首方をＣ船が通過すると思い込み、

両船とも針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




